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福島市長 馬 場 雄 基 

 

福島市規則第 72 号 

 

   福島市後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 福島市後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成20年規則第19号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「条例第４条」を「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）第107条第１項」に、「は後期

高齢者医療保険料納入通知書（様式第１号）により、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）」を「及び法」

に、「後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書（様式第２号）」を「、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書（様式第１号）」

に改め、同条第２項中「後期高齢者医療保険料特別徴収変更（中止）通知書（様式第３号）」を「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額変

更・中止通知書（様式第２号）」に改める。 

 第３条中「後期高齢者医療保険料督促状（様式第４号）」を「督促状（様式第３号）」に改める。 

 第５条第１項中「様式第５号」を「様式第４号」に改め、同条第２項中「様式第６号」を「様式第５号」に改め、同条第４項中「様式第７号」を

「様式第６号」に改める。 

 第６条第１項中「後期高齢者医療保険料過誤納金還付・充当通知書（様式第８号）」を「還付（充当）通知書（様式第７号）」に改め、同条第２

項中「後期高齢者医療保険料過誤納金還付・充当通知書を受理した場合又は」を削り、「後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書（様式第９号）

を提出しなければならない」を「還付請求書（様式第８号）を提出するものとする」に改める。 

 第７条第２項中「様式第10号」を「様式第９号」に改める。 

 様式第１号から様式第９号までを次のように改める。 



  



  



  



  



  

 



  



  



  



  



  

 様式第10号を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月５日から施行する。 


